


















■受託料金：下記受託料金はJA白山農作業受託部会の基準料金（小作料）です （単位:円/10㌃当り）

ランク 蔵山 ･林 ･舘畑 *蔵山の一部 * 一の宮・鶴来 河　　内 圃場条件等（畦畔を含まない）

基準 9,000
[12,720]

5,000
[8,720]

5,000
[8,720]

A 9,000
[12,720]

5,000
[8,720]

5,000
[8,720]

各集落の基準に
準ずる

1区画　 2,000㎡以上
（圃場整備 4年目以上）

B 4,500
[8,220]

2,500
[6,220]

2,500
[6,220]

1 区画　1,300 ～ 1,999㎡
（圃場整備 4年目以上）

C 1,500
[5,220]

1,000
[4,720]

1,000
[4,720]

1 区画 　800～ 1,299㎡

D 0
[3,720]

0
[3,720]

0
[3,720]

1 区画   799㎡以下

※ [　] 内は、用水費・土地改良経常賦課金を含めたもの。

変形田は１ランク下げるものとし、水利に問題がある圃場などは双方の協議により小作料を決定するものとする。
なお、小作料、用水費（2,970 円）・土地改良経常賦課金（750円）は耕作者が耕作面積にて支払うものとする。
（注 1）｢* 蔵山の一部 *｣ とは月橋、小柳地区の県道 45号線（旧国道 157号線）を境として山側（東方向）の圃場。
（注 2）鶴来地区の大型圃場は蔵山地区に準ずる。
（注 3）一の宮地区の用水費は小作料に含む。
（注 4）砂利堀田（利用権設定田）は工事中の小作料は無料とし、以後 3年間は 2ランク下げるものとする。

■機械作業標準料金
作業名（項目） 単　位 料金（税抜） 料金（税込） 備　　　　　考

水

稲

作

業

出 芽 苗（ 一 般 ） １箱当 390 421 ダコレート施用済み

硬 化 苗（ 一 般 ） １箱当 700 756

珪 カ ル 散 布 10㌃当 1,500 1,620 以下、変形及び 10㌃未満の圃場に
ついては 1割～ 2割増しとする。　　　

耕 　 起（ 荒 耕 ） 10㌃当 6,000 6,480

中 代 10㌃当 1,800 1,944

代 か き 10㌃当 6,900 7,452

畦 ぬ り １㍍当 50 54

田 植 え
補 助 人 夫
苗 運 搬

10㌃当
10㌃当
１箱当

7,000
700
50

7,560
756
54

※側条用田植え機。

薬 剤 散 布 10㌃当 1,500 1,620

刈 り 取 り
運 搬

10㌃当
10㌃当

18,000
2,519

19,440
2,721

※倒伏状況等により刈取り料金を 
　変更する場合がある。

乾 燥  ・ 調 製 30㌔当 800 864

（ 色 彩 選 別 ） （30㌔当） （200） （216）※色彩選別料金は参考料金とする。

肥 料 散 布 20㌔当 700 756

JA作業料金に準ずる　平成27年３月26日改定

平成 29年度  水稲受託料金表






